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第１章 道路附属物維持管理計画（街路樹編）策定の 
背景と目的 
 

１．道路附属物維持管理計画（街路樹編）策定の背景と目的 

本市では、2015 年度から 2022 年度を計画期間とする第 3次静岡市総合

計画において、描く未来の姿を「世界に輝く静岡」とし、人々が「安心感」

をもって生活でき、まちを訪ねる人々が「満足感」をもってひとときを過

ごすことができる世界水準の都市づくりを目指している。 

この総合計画を普遍的な理念のもと力強く進めようと、2018 年度から

は、国際連合が提唱しているＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の視点を取り入れ活用して

おり、道路の維持管理においては、「11．住み続けられるまちづくりを」の目標に関連して

いる。 

街路樹は、道路法第 2条において「道路の附属物」として規定され、道路の構造の保全、

安全かつ円滑な道路の交通の確保、その他道路の管理上必要な施設として位置づけられて

いる。 

また、街路樹は、都市の緑のネットワークの軸線を形成し、都市景観の風格を醸し出す。

これらは、日々の生活における季節感、緑陰の提供、災害時の延焼遅延など様々な機能が

期待され、昭和 54 年度からは「静清広域都市計画緑のマスタープラン計画書」、現在は「静

岡市みどりの基本計画」により緑化を進めている。 

一方で街路樹は、本来の生育環境とは異なり、極めて厳しい環境下にある。大径木化す

る高木を狭い植樹帯に植栽することは、生育不良を起こしたり、歩道の通行を阻害するな

ど、本来良好な緑の帯を形成する街路樹が、市民生活や歩行者の安全、車両の走行などに

支障を来す場合もある。そのため、街路樹は、剪定などの手入れを行う必要があり、適切な

管理をしながら、街路樹が持つ様々な機能を十分に発揮させていくことが求められる。 

以上のことから、街路樹の倒木や落枝等による道路利用者への被害を未然に防止すると

ともに、街路樹の適正な管理により良好な都市景観を形成するため、街路樹の点検、診断、

措置、記録といったメンテナンスサイ

クルを効果的に回す取組を実施し、維

持管理、更新による方針を定めるため

の道路附属物維持管理計画（街路樹編）

（以下「街路樹維持管理計画」という。）

を策定する。 
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３．静岡市の街路樹の維持管理 

（１）現状の維持管理方法 

静岡市における現状の維持管理は、造園業者に剪定、除草、薬剤散布を業務委託してお

り、業務の範囲を超える強剪定や枯損による伐採などは、別途対応している。 

剪定は、樹種にもよるが、１回/年程度実施している。 

   

（２）維持管理費 

維持管理費は、年々増加しており、近い将来、大径木化した街路樹は倒木の可能性もあ

り、伐採や更新対象となるため、さらに維持管理費の増加が想定される。 

  

（３）住民との協働による維持管理 

本市では、市民ボランティアと行政が協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、

安心・安全・快適な道路環境づくりを進めることを目的として「道路サポーター制度」を推

進している。 

道路サポーター制度は、身近なまちづくりを自分たちの手で進めたいと考え、特に身近

な公共空間である道路の美化や緑化、安全について関心を持っている市民の意欲的な活動

を、市が支援し、地域住民と行政が一体となって、より安心・安全、快適な道路空間を創り

上げていこうとするものである。 

令和４年３月 31日現在の「静岡市道路サポーター」認定団体は、135 団体である。う

ち、緑化活動の認定については、33 団体である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：静岡市ホームページ 
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